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１．経緯 

   生駒山麓公園及び同ふれあいセンター（以下「山麓公園」という。）の次期指定

管理者候補者の選定にあたり、生駒山麓公園及び同ふれあいセンター指定管理者候

補者選定に係る生駒市プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）は、

応募者から提出された申請書類について、審査（応募書類のプレゼンテーション及

びヒアリング審査）を行いました。 

   審査委員会の審査が終了し、候補者を選定しましたので、審査結果を報告します。 

 

２．審査委員会委員 

  委員長  小紫 雅史 （副市長） 

  委 員  神澤 創  （帝塚山大学院心理科学研究科教授） 

  委 員  安田 まゆみ（生駒市障害児・者を守る連合会会長） 

  委 員  今井 正徳 （企画財政部長） 

  委 員  坂本 千鶴 （福祉部長） 

  委 員  川口 忠良 （生涯学習部長） 

  委 員  山本 昇  （都市整備部長） 

 

３．「財務の健全性」に関する所見 

  田中 道彦（中小企業診断士） 

 

４．応募団体数 

  １団体（株式会社 モンベル・社会福祉法人 青葉仁会 共同体） 

 

５．選定経過 

   募集するに際しては、選定プロセスの透明性、公平性を確保するとともに、客観

的な審査を通じて、施設の活性化及び公園利用者の多様なニーズに応え、効率的で

質の高いサービスを提供するとともに生駒山麓公園を障がい者が自立した日常生

活及び社会生活を営むことができる雇用の場及び雇用のための訓練の場として活

用することができる事業者を選定するため、平成２５年１２月２４日に審査委員会

を設置しました。 

 （１）第１回審査委員会［平成２５年１２月２５日（木）］ 

   生駒市プロポーザル審査委員会条例に基づき、委員の互選により委員長を選出し

ました。   

   案件として、生駒山麓公園に係る次期指定管理者候補者の選定について（案）及

び、生駒山麓公園指定管理者候補者募集要項（案）並びに、選定基準（案）につい

て、審議し、承認しました。 



   募集方法については、山麓公園を障がい者の雇用の場として活用する以上、障が

い者の就労支援に精通し、なお且つ、本市又は、近隣において実績のある社会福祉

法人の協力により進めることが不可欠であることから社会福祉法人の実績を調査

したところ、奈良市内に本拠を置く社会福祉法人青葉仁会が実績を有し、同法人に

生駒山麓公園を活用した障がい者就労支援施設の整備を打診したところ、同法人と

連携関係にある株式会社モンベルと連携した提案を得ることができました。指定管

理者の候補者に係る選定方法については公募が基本的であるが、上述のとおり、市

内及び近隣の社会福祉法人にはこの提案を実現できるだけの実績を持つものは他

になく、これほどの大規模な事業展開は全国的にも極めて珍しいケースであるため、

市内及び近隣の社会福祉法人から同様の提案を得ることは困難と判断し、公募の方

法によらず非公募とするとともに、社会福祉法人青葉仁会と株式会社モンベルの共

同体１団体からの選定とすることが適切であるとの提案に委員会として、承認しま

した。 

 （２）第２回審査委員会［平成２６年２月４日（火）］ 

   「財務の健全性」に関する所見での評価は、中小企業診断士の田中道彦さんに依

頼し、「財務の健全性」については株式会社モンベルの評価は「Ｂ」、社会福祉法人

青葉仁会の評価は「Ａ」、共同体としての「財務の健全性」の評価は「Ｂ」である

との所見を田中道彦（中小企業診断士）さんから得たとの報告を受けました。 

   又、「生駒市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づき、生駒

警察署に排除措置の対象者に該当するかどうかの照会を行い、生駒警察署から該当

しない旨の回答を得たとの報告を受けました。 

   指定管理者候補者である社会福祉法人青葉仁会と株式会社モンベルの共同体に

より、指定管理者として選定することが適当であるかの審査を行いました。 

   審査としては、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、審査基準

に基づき、評価項目ごとに評価を行い審査委員会として最終的な評価を行いました。  

   その結果、管理運営方針として、山麓公園の役割や特性に合致した基本方針につ

いて、山麓公園の設置目的、機能、特性及び本業務の性質を踏まえた基本的な方針、

考え方、生駒市総合計画、環境基本計画に沿った取り組みの提案がなされ、管理運

営方法の運営体制、組織については安定した業務の遂行のために必要な組織、人員

の配置、業務分担についての提案、既存施設の取り組み及び新たな施設の取り組み

に於いて、自由な創意工夫、斬新な発想による施設の新たな活用方法及び障がい者

の就労、自立支援を行う取り組み等の提案がなされ「財務の健全性」についても評

価が高い状況となっており、審査による評価点の平均が２００点満点で１５１．１

点（１００点満点で７５．６点）となり基準（１００点満点で６０点以上）を上回

ったため、委員会としては、指定管理者候補者に選定しました。 

   意見としては、今後社会福祉法人と企業が協働して、障がい者の就労と自立支援



を行い成功させるためには、行政のサポートと関係団体の協力が必要であろうとの

意見がありました。  


